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   知多市老朽空家等除却費補助金交付要綱 

                          令和７年３月３１日 

                           告 示 第 ４ ５ 号 

 （趣旨） 

第１条 知多市老朽空家等除却費補助金（以下「補助金」という。）は、適切に管

理されていない空家等から、地域住民の生命、身体又は財産を保護するととも 

に、その生活環境の保全を図るため、老朽化した危険な空家等の除却を行う者に

対し、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、知多市補

助金等交付規則（平成４年知多市規則第２１号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７

号）第２条第１項に規定する空家等 

 (2) 不良住宅 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２条第４項に規定

する不良住宅 

 （補助対象空家等） 

第３条 補助金の交付の対象となる空家等は、次の各号のいずれかに該当する空家

等（以下「老朽空家等」という。）とする。 

 (1) 次のいずれにも該当する老朽化した危険な空家等 

  ア 知多市内にある空家等のうち不良住宅と判定されたもの 

  イ 所有権以外の権利が設定されていない空家等であること。ただし、所有権

以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家

等の除却に同意している場合は、この限りではない。 

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める空家等 

 （補助金の対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。） 

は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 
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 (1) 補助金の交付申請日において、市内に存する老朽空家等の所有者であるこ 

と。ただし、当該老朽空家等が共有である場合は、共有者全員の同意を得るこ

と。 

 (2) 市税、都市計画税及び国民健康保険税を滞納していないこと。 

 （補助の対象及び補助金の額） 

第５条 市長は、第１条に規定する事業（以下「補助事業」という。）の実施に必

要な経費のうち、補助金の交付の対象として認める経費（以下「補助対象経費」

という。）について補助金を交付する。 

２ 補助事業の内容は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。 

 (1) 老朽空家等の全てを除却し、更地にする工事であること。 

 (2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４

号）に基づき、適正な分別除却、再資源化等を実施する工事であること。 

 (3) 他の制度等に基づく補償又は補助の対象となる工事でないこと。 

 (4) 第９条に規定する交付の決定後に着手する工事であること。 

３ 補助対象経費は、補助対象者が施工業者に支払った補助事業に係る費用とす 

る。ただし、国の定める各年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等の不

良住宅等除却費の除却工事費を限度とする。 

４ 補助金の額は、補助対象経費に５分の４を乗じて得た額（千円未満の端数があ

る場合は、これを切り捨てた額）又は２０万円のいずれか少ない額とする。 

 （老朽空家等の判定申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、第８条に規定する申請の前に、知多

市老朽空家等判定申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

 (1) 位置図及び配置図 

 (2) 当該空家等の写真（複数の方向から外観を撮影したもの及び損傷状況が分か

るもの） 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （老朽空家等の判定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、現地調査を行い、その判
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定結果を知多市老朽空家等判定結果通知書（第２号様式）により、当該申請をし

た者に通知するものとする。 

 （交付申請） 

第８条 前条の規定により老朽空家等に該当する旨の通知を受けた者で、補助金の

交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助事業に着手する前

に、知多市老朽空家等除却費補助金交付申請書（第３号様式）に、次に掲げる書

類を添えて市長に提出しなければならない。 

 (1) 事業計画書（第４号様式） 

 (2) 老朽空家等の登記事項証明書の写し又は所有者を確認できる書類 

 (3) 補助事業の見積書（住宅除却工事とそれ以外の部分を分け、かつ、施工業者

の記名のあるものに限る。） 

 (4) 市税、都市計画税及び国民健康保険税の納税証明書（完納を証するものに限

る。）又は納税状況確認同意書 

 (5) 共有所有の場合、全ての所有者が同意していることが確認できる書類 

 (6) 所有権以外の権利が設定されている場合、当該権利の権利者が同意している

ことが確認できる書類 

(7) 代理人が申請を行う場合にあっては、当該代理人に委任することを証する書

類（以下「委任状」という。） 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （決定の通知） 

第９条 市長は、交付の決定をしたとき及びこれに条件を付けたときは、速やか 

に、知多市老朽空家等除却費補助金交付決定通知書（第５号様式）により、その

決定の内容及びこれに付けた条件を申請者に通知するものとする。 

 （申請の取下げ） 

第１０条 規則第８条第１項に規定する申請の取下げ期日は、交付決定の通知を受

けた日から３０日以内とし、その旨を記載した書面を市長に提出しなければなら

ない。 

 （状況報告） 

第１１条 補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の遂行
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の状況に関し、報告を求められたときは、速やかに市長に報告しなければならな

い。 

 （計画変更の承認） 

第１２条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ

知多市老朽空家等除却費補助金計画変更申請書（第６号様式）に変更に係る書類

を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 （変更決定の通知） 

第１３条 市長は、計画変更を承認したときは、速やかに知多市老朽空家等除却費

補助金変更交付決定通知書（第７号様式）により補助事業者に通知するものとす

る。 

（補助事業遅延の報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込

まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由が明らかとなる

事由を記載した書面を市長に提出し、その指示を受けなければならない。 

 （実績報告） 

第１５条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して３

０日を経過した日又は事業の交付決定のあった日の属する年度の３月１０日のい

ずれか早い期日までに、知多市老朽空家等除却費補助金実績報告書（第８号様

式）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 (1) 工事請負契約書の写し 

 (2) 除却工事費の領収書の写し（施工業者の発行したものに限る。） 

 (3) 工事着手前、工事完了後の全景写真 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（額の確定等） 

第１６条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、知多市老朽空家等除

却費補助金確定通知書（第９号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

 （交付） 

第１７条 補助金は、額の確定後に交付する。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、知多
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市老朽空家等除却費補助金交付請求書（第１０号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

 （交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１８条  市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合

は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは補助金の返

還を命ずることができる。 

 (1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。 

 (2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件、法令又はこの要綱に違反したと

き。 

 (3) 第１５条に定める期日までに実績報告書が提出されなかったとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

 （委任） 

第１９条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の

規定に基づき、現に補助金の交付の決定を受けた補助事業に係る規定については、

同日後も、なおその効力を有する。 
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第１号様式（第６条関係） 

知多市老朽空家等判定申請書 

  年  月  日  

 知多市長        様 

 申請者 住    所              

     氏名又は名称              

     電 話 番 号              

 

     年度において知多市老朽空家等除却費補助金交付要綱第７条の規定による判定

を受けたいので、同要綱第６条の規定に基づき、次のとおり申請します。 

なお、同要綱第７条で規定する現地調査を行うため、知多市職員による当該空家等への

立ち入りについて承諾します。 

 

空家等の 

所在地 
知多市 

空家等の 

概要 

形態 一戸建て  長屋  共同住宅  併用住宅 

構造 木造    非木造（       ） 

階数           階建て 

延べ面積 
   ㎡ 

（内居住部分の面積      ㎡） 

空家となった時期           年    月 

空家となった理由  

添付資料 

 

(1) 位置図及び配置図 

(2) 当該空家等の写真（複数の方向から外観を撮影したもの及び損傷状

況がわかるもの） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
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第２号様式（第７条関係） 

知多市老朽空家等判定結果通知書 

知 発 第  号  

  年  月  日  

             様 

知多市長          印  

 

     年  月  日付けで申請のあったことについて、知多市老朽空家等除却費補

助金交付要綱第７条の規定に基づき、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

空家等の所在地 知多市 

判定結果 該当する   ・   該当しない 
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第３号様式（第８条関係） 

知多市老朽空家等除却費補助金交付申請書 

  年  月  日  

 知多市長        様 

 申請者 住    所              

     氏名又は名称              

     電 話 番 号              

 

     年度において知多市老朽空家等除却費補助事業を行うため、次のとおり知多市

老朽空家等除却費補助金の交付を申請します。 

老朽空家等の所在地  

交 付 申 請 額 円   

補 助 事 業 の 目 的  

補 助 事 業 の 内 容  

事 業 期 間     年  月  日 から     年  月  日まで 

総 事 業 費 円   

補 助 対 象 経 費 円   

添 付 書 類 

(1) 事業計画書（第４号様式） 

(2) 老朽空家等の登記事項証明書の写し又は所有者を確認できる書類 

(3) 補助事業の見積書（住宅除却工事とそれ以外の部分を分け、か

つ、施工業者の記名のあるものに限る。） 

(4) 市税、都市計画税及び国民健康保険税の納税証明書（完納を証す

る者に限る。）又は納付状況確認同意書 

(5) 共有所有の場合、全ての所有者が同意していることが確認できる

書類 

(6) 所有権以外の権利が設定されている場合、当該権利の権利者が同

意していることが確認できる書類 

(7) 委任状（代理人が申請する場合に限る。） 

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
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第４号様式（第８条関係） 

事業計画書 

１ 空家等の概要 

 

２ 除却工事費予定額 

除却にかかる総事業費（税込）    円   

うち 空家除却工事費（補助対象） その他の工事費（補助対象外） 

（国土交通大臣の定める標準除却費のう
ちの除却工事費を限度とする。） 
 
 
                 円 

円  

老朽空家等の所在地 知多市 

形態  一戸建て  長屋  共同住宅  併用住宅（     ） 

構造 
木造  鉄筋コンクリート造  鉄骨造 

その他（                      ） 

面積 
延べ面積             ㎡ 

 うち居住部分の面積          ㎡ 

建築年           年     月     日 

空家等となった時期           年     月     日 

老朽空家等の判定      年   月   日付け      第   号 
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第５号様式（第９条関係） 

知多市老朽空家等除却費補助金交付決定通知書 

知多市 指令 第  号  

  年  月  日  

             様 

知多市長          印  

 

     年  月  日付けで交付申請のあったことについては、次のとおり交付決定

したので、知多市老朽空家等除却費補助金交付要綱第９条の規定により通知します。 

 

補 助 事 業 の 名 称  

交 付 決 定 額 円   

交 付 の 条 件 
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第６号様式（第１２条関係） 

知多市老朽空家等除却費補助金計画変更申請書 

  年  月  日  

 知多市長        様 

 申請者 住    所              

     氏名又は名称              

     電 話 番 号              

 

     年  月  日付け知多市 指令 第  号で交付決定を受けた事業について、

計画を変更したいので、次のとおり申請します。 

 

補 助 事 業 の 名 称  

老朽空家等の所在地 知多市 

変更後の補助金額 円   

計 画 変 更 の 理 由 

 

 

 

 

計 画 変 更 の 内 容 

 

 

 

 

備考 「計画変更の内容」欄は、交付申請書に記載した事項又は添付書類に記載した事項

について、変更前と変更後が比較対照できるように記載しなければならない。 
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第７号様式（第１３条関係） 

知多市老朽空家等除却費補助金変更交付決定通知書 

知多市 指令 第  号  

  年  月  日  

             様 

知多市長          印  

 

     年  月  日付け計画変更申請書により、    年  月  日付け知多

市 指令 第  号で通知した交付決定について次のとおり変更決定したので、知多市老

朽空家等除却費補助金交付要綱第１３条の規定により通知します。 

 

補 助 事 業 の 名 称  

老朽空家等の所在地 知多市 

変 更 交 付 決 定 額 円   

交 付 の 条 件 
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第８号様式（第１５条関係） 

知多市老朽空家等除却費補助金実績報告書 

  年  月  日  

 知多市長        様 

 申請者 住    所              

     氏名又は名称              

     電 話 番 号              

 

     年  月  日付け知多市 指令 第  号で補助金の交付決定を受けた事業

が完了したので、次のとおり報告します。 

 

補 助 事 業 の 名 称  

老朽空家等の所在地 知多市 

交 付 決 定 額 円   

実 施 期 間     年  月  日 から     年  月  日まで 

添 付 書 類 

(1) 工事の契約書等の写し 

(2) 除却工事費の領収書の写し（施工業者の発行したものに限

る。） 

(3) 工事着手前、工事完了後の全景写真 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
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第９号様式（第１６条関係） 

知多市老朽空家等除却費補助金確定通知書 

知 発第  号  

  年  月  日  

             様 

知多市長           印  

 

     年  月  日付けで実績報告のあった補助事業については、次のとおり補助

金の額を確定したので、知多市老朽空家等除却費補助金交付要綱第１６条の規定により通

知します。 

 

補 助 事 業 の 名 称  

老朽空家等の所在地 知多市 

交 付 決 定 額 円   

確 定 額 円   
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第１０号様式（第１７条関係） 

知多市老朽空家等除却費補助金交付請求書 

  年  月  日  

 知多市長        様 

 申請者 住    所              

     氏名又は名称              

     電 話 番 号              

 

     年  月  日付け知  発第   号で補助金額の確定を受けた補助事業に

ついて、次のとおり請求します。 

 

補 助 事 業 の 名 称  

請 求 金 額 円   

確 定 額 円   

上記のうち受領済額 円   

振 込 口 座 

金融機関名 
 

店 名 
 

預 金 種 別 
 

口 座 番 号 
 

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

 


